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Ｔ＆Ｄ保険グループの大同生命保険株式会社（社長：工藤 稔）は、平成２７年１０月１日

より、経営者・個人事業主の方などが要介護状態になった場合の収入の減少にそなえる個人

向け新商品『収入リリーフ［無配当介護収入保障保険（無解約払戻金型）］』、介護施設への入居など

による介護費用の負担にそなえる『介護リリーフ［無配当終身介護保障保険］』を発売いたします。 

あわせて、新商品の付帯サービスとして、介護全般についてのご相談受付や介護施設の紹

介など、介護を総合的にサポートする新サービス『介護コンシェル』の提供を開始いたしま

す。 

この「介護保障商品」と「介護サービス」を一体的にお届けすることにより、介護にかか

る「経済的な負担」および「肉体的・精神的な負担」を解決するためのトータルサポートを

ご提供いたします。 
 

当社はこれまで、企業市場に特化し、「企業保障」のご提供に注力して参りました。今般の

新商品発売を契機に、「企業保障」のご提供を通じて接点を有する経営者ご自身への「個人

保障のご提供」を新たなコアビジネスとして本格展開し、経営者個人が抱えるリスクも含め

てさまざまなリスクから「企業・事業をお守りする」という理念のもと、「法人・個人のト

ータル保障のお届け」に一層力を入れて取組んで参ります。 

 また、「介護コンシェル」を委託する株式会社インターネットインフィニティー（社長：別

宮 圭一）との包括的な業務提携および同社への出資を行い、経営者などが抱えるさまざまな

介護の負担解決に向けて、更なる協働を検討して参ります。 

［介護保障商品＋介護サービスによるトータルサポート］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は次ページ以降をご覧ください。 

    

 〔お問い合わせ先〕広報課 TEL 03-3434-9190 

介護にかかる「経済的な負担」と「肉体的・精神的な負担」をトータルサポート!! 

「介護保障商品」の発売および「介護サービス」の取扱開始 

就業不能
保障

死亡保障

経営者個人・個人事業主法人

就業不能
保障

死亡保障

経営者個人・個人事業主法人

定期保険 など

介護リリーフ
（終身介護保障保険）

収入リリーフ
（介護収入保障保険）

NEW

NEW

重大疾病保障保険・

就業障がい保障保険など

【商品】
（経済的な負担へのそなえ）

介護
コンシェル

NEW

【サービス】
（肉体的・精神的な負担へのそなえ）



新商品 

１．開発の背景 

・高齢化などに伴い、公的介護保険制度の要介護認定者数は増加傾向にあります。（平成 25

年度末時点で約 422 万人）。 

・また、生命保険文化センターの調査によれば、将来への不安として「介護への不安」を

挙げる方も多くいらっしゃいます。 

・そこで、介護による「経済的な負担」への不安を解決するために、介護保障商品を開発

することといたしました。 

 

 
 

 

２．商品概要 

（１）収入リリーフ（商品名：無配当介護収入保障保険（無解約払戻金型）） 

①主な特長 

・被保険者が死亡・高度障がい状態または要介護状態となった場合に必要となる、以後

の本人・家族の生活資金を合理的に保障します。 

・支払事由はわかりやすい「公的連動」（公的介護保険制度の要介護認定に連動した保障）

と所定の「当社基準」のいずれかに該当した場合です。 

・保険期間満了まで各年金の支払事由に該当しなかった場合、健康祝金をお支払いしま

す。 
 

②しくみ図 

 

 

 

 

 

 
 
③保障内容 

名称など 支払事由 支払額 
死亡年金 死亡されたとき 
高度障がい年金 所定の高度障がい状態になられたとき 

介護年金 
公的介護保険制度の要介護３以上に認定されたとき、 
または所定の「要介護状態」に該当されたとき 

基準年金年額 

健康祝金 
保険期間満了までに各年金の支払事由のいずれにも該当さ
れなかったとき 

基準年金年額の
10％ 

保険料の払込免除 不慮の事故により所定の身体障がい状態に該当されたとき ― 

 

約224万人

約344万人

約422万人

約325万人

平成12年度

【要介護認定者数の増加】

平成15年度 平成20年度 平成25年度

【将来への不安】

68.0%

90.5%

86.0%

90.0%

死亡
（遺族の生活）

ケガや病気 老後生活 介護

［出典］厚生労働省 「平成 25 年度 介護保険事業状況報告（各年度末時点の要介護 1～5の要介護認定者数）」 

生命保険文化センター 「平成 25 年度 生活保障に関する調査」 

死亡・高度障がい・介護年金
健康
祝金

各年金の支払
事由に非該当

年金支払期間
(支払期間は5年を最低保証)

受取総額



（２）介護リリーフ（商品名：無配当終身介護保障保険） 

①主な特長 

・被保険者が要介護状態となった場合に必要となる、施設入居や介護器具の購入などの

介護費用を保障します。 

・支払事由はわかりやすい「公的連動」（公的介護保険制度の要介護認定に連動した保障）

と所定の「当社基準」のいずれかに該当した場合です。 

・軽度な要介護状態でも以後の保険料払込を免除します。（専用特約を付加した場合、給

付金をお支払します。） 
 

②しくみ図 

 

 

 

 

 

 
 

③保障内容 
名称など 支払事由 支払額 

介護保険金 
公的介護保険制度の要介護３以上に認定されたとき、 
または所定の「要介護状態」に該当されたとき 

介護保険金額 

死亡給付金 死亡されたとき 
死亡した日の 
解約払戻金額 

保険料の払込免除 

次のいずれかに認定または該当されたとき 
・公的介護保険制度の要介護１または２  
・所定の「軽度の状態を含む要介護状態」 
・所定の高度障がい状態 
・不慮の事故による所定の身体障がい状態 

― 

＋ 
専用特約の付加により、軽度な要介護状態も保障 
・「公的介護保険制度の要介護１以上に認定されたとき」または「所定の［軽度の状態を含む要介護状
態］に該当されたとき」に給付金を支払う『介護ワイド特約 ［無配当終身介護給付特約（軽度要介
護保障付）］』が付加可能。 

３．取扱内容など 

（１）取扱内容 

 収入リリーフ 介護リリーフ 

加入年齢 ・１５歳～７５歳 ・１５歳～８０歳  

保険期間 ・６０歳～９０歳の各歳（５年以上） ・終身 

保険金額 ・８０万円～２，０００万円 （年金年額）
・１００万円～５，０００万円 
（特約：１００万円～５００万円 
ただし、主契約保険金額が上限。） 

※ 加入年齢・保険期間などにより、上記の取扱範囲は異なる場合があります。 

（２）保険料例 

 

 

 

 

 

 

４．取扱開始日 

  平成２７年１０月１日（木） 

※商品の詳細につきましては、設計書［契約概要］、注意喚起情報、ご契約のしおり・約款

を必ずご確認ください。 

介護保険金
解約払戻金（死亡給付金）

介護給付金 解約払戻金（特約死亡給付金）

②介護リリーフ 

介護保険金額 3,000 万円／団体月払／終身払込 

性別 男性 女性 

４０歳 ５０，５５０円 ５２，７７０円

５０歳 ６６，９３０円 ７０，５３０円

６０歳 ９５，２５０円 １０２，３００円

①収入リリーフ 

基準年金年額 180 万円／70 歳満期／団体月払 

性別 男性 女性 

３０歳 １２，７８０円 ９，３７８円

４０歳 １５，０１２円 １０，４４０円

５０歳 １７，４４２円 １１，２１４円



新サービス「介護コンシェル」 

１．導入の背景 

介護が必要となった際の「収入の減少・介護費用」などの「経済的な負担」以上に、介

護にかかる家族の「肉体的・精神的な負担」を多くの方が不安視しています。 

そこで、新商品による介護の「経済的な負担」へのそなえに加えて、介護に関する「肉

体的・精神的な負担」の解決を支援するための新サービスを提供することといたしまし

た。 
 
 

【参考】自分自身に介護が必要となった場合に困ること 

 

 

 

 

 

 
    
２．サービス概要 

（１）サービスの内容 
  
・介護に対する相談を受付ける電話・メール専用窓口を開設し、サービス利用者のお悩

みの解消に向け、ケアマネジャー（介護支援専門員）などの介護の専門職が無料で対

応します。 
 

・介護に関する情報収集にご活用いただけるようポータルサイトを開設し、介護に関す

るニュースなど各種介護に関する情報を掲載します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）サービスの強み 

①介護を「する場合・される場合」の両面から、お客さまを総合的・長期的にサポート

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

60%

73%

32%

25%

30%

家族に肉体的・精神的負担をかけること

介護に要する経済的負担が大きいこと

収入がなくなること 

人生の楽しみが感じられなくなること 

介護をしてくれる家族がいないこと 

［出典］内閣府「介護保険制度に関する世論調査」（平成 22 年） 

全般的な相談受付 

公的介護保険の利用方法など、介護に関するご質問にお答えします。 

介護施設の紹介・見学手配

ご希望に沿った全国の介護施設を紹介します。また、ご要望に応じて 
施設見学の手配を行います。 

ケアマネジャーの紹介

ケアマネジャー紹介や、要介護認定の申請代行等を行います。 

相
談
窓
口
（
電
話
・
メ
ー
ル
）

１ 

２ 

３ 

介護情報ポータルサイトの提供
情
報
提
供 

４ 

各種介護に関する情報を掲載したポータルサイトを開設します。 

【自分自身に介護が必要となった場合に困ること】 

当サービスは、ご加入者ご本人に加え、そのご家族（二親等以内）のご利用も可能です。

（ご活用例） 

ご加入者 
の年齢 

40歳 50歳 60歳 70歳 80歳 

介護をする場合 

ご家族（親等）の介護に利用

介護をされる場合 

ご自身の介護に利用 



②お客さまの多様なニーズに対して、最大限にお応えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

３．提供開始日 

  平成２７年１０月１日（木） 

 

※当サービスは、株式会社インターネットインフィニティーが提供するサービスであり、

大同生命の提供する保険またはサービスではありません。 

※サービスの詳細につきましては、専用リーフレットをご確認ください。 

［介護施設に対するニーズへの対応］ 

サービス利用者のご希望（地域・条件）に沿った介護施設を選定・紹介します。 

※希望地域に施設がない場合、その近隣地域の施設を紹介します。 

◎提携関係のある特定の介護施設・事業所運営会社の紹介ではないため、幅広い 

ニーズへの対応が可能です。 

［ケアマネジャーに対するニーズへの対応］ 

最適なケアマネジャーを担当として選択いただけるよう、 
手厚いフォローを提供します。 

◎複数名のケアマネジャーを紹介し、その中から担当をお選びいただけます。 
◎必要に応じて、ケアマネジャーの変更が何度でも可能です。     

すぐに入居できる施設 

を紹介して欲しい 
自宅の近くの施設に入居したい 

相性が合うケアマネジャー 

に担当して欲しい 
担当ケアマネジャーを変更したい （例） （例）

（例） （例）



新サービス「介護コンシェル」提供会社への出資 
 

１．株式会社インターネットインフィニティーへの出資  

大同生命は、新サービス「介護コンシェル」の業務委託先である、株式会社インターネッ

トインフィニティーとの更なる連携強化を目的に、同社に対して一部出資を行いました。 

なお、本件出資後の出資比率は 9.6％となります。 
 

インターネットインフィニティー社は、「日本の介護を幸せなものにする」という企業理念

のもと、デイサービスの運営などの事業で集積した専門知識を、会員数業界随一のケアマ

ネジャーの業務支援サイト運営などの情報配信事業に活かすなど、介護とインターネット

を融合した独自性の高い事業を展開しています。 

  

今後両社では、中小企業経営者などが抱える介護に関するさまざまな負担の解決を支援す

るため、更なる協働を検討して参ります。 

 

２．出資先の概要  

名称 株式会社 インターネットインフィニティー 

設立 2001 年 

代表者 代表取締役社長 別宮圭一 

資本金 99,625,500 円 

事業内容 ・在宅介護事業  ：デイサービス、訪問介護事業など 

・情報配信事業  ：ケアマネジャーの業務支援サイト運営など 

・介護相談事業  ：介護相談の受付、介護施設の紹介など 

特色 ・在宅介護事業で得た知識・経験などを情報配信サービス・介護相談事業に

活用するなど、「介護とインターネット」を組み合わせた独自性の高い事業

を展開。 

 

 

以 上 

 


